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開会宣告（午前１０時００分）  

─────────────────────────────────────────── 

◎開会宣告  

○議長（篠原義彦） ただいまから、令和６年第２回本別町議会臨時会を開会いたしま

す。  

─────────────────────────────────────────── 

◎開議宣告  

○議長（篠原義彦） これから本日の会議を開きます。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名  

○議長（篠原義彦） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行ないます。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、高橋利勝議員、藤田直美議

員及び水谷令子議員を指名いたします。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期決定の件  

○議長（篠原義彦） 日程第２ 会期決定の件を議題といたします。  

 お諮りします。  

 本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと思います。御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。  

 したがって、会期は、本日１日間に決定をいたしました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第３ 諸般の報告  

○議長（篠原義彦） 日程第３ 諸般の報告を行ないます。  

報告第２号専決処分報告。本別町水道事業給水条例の一部改正について報告を求めま

す。  

加藤建設水道課長。  

○建設水道課長（加藤勉） 報告第２号本別町水道事業給水条例の一部改正について、

地方自治法第１８０条第１項の規定により、次のとおり専決処分しましたので、同条第

２項の規定により報告いたします。  

今回の専決の内容につきましては、町長の専決事項の指定について、第６項に規定す

る条例の趣旨を変更しない字句の修正でございます。  

それでは、制定条文により朗読し説明をさせていただきます。なお、括弧書きの朗読

は省略させていただきます。  

本別町水道事業給水条例の一部を改正する条例。  

本別町水道事業給水条例（平成１０年条例第１０号）の一部を次のように改正する。  

第５条、第３２条第２項ただし書及び第３５条第１号中「厚生労働省令」を「国土交

通省令」に改める。  
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附則。  

施行期日。  

第１項、この条例は、公布の日から施行する。  

経過措置。  

 第２項、改正後の第３２条第２項ただし書及び第３５条第１号の規定は、この条例の

施行の日以後の申込みに係る給水装置工事について適用し、同日前の申込みに係る給水

装置工事については、なお従前の例による。  

以上、報告第２号本別町水道事業給水条例の一部改正について報告とさせていただき

ます。  

○議長（篠原義彦） これで報告済みといたします。  

次に、監査委員から令和６年２月分に関する例月出納検査結果報告書の提出がござい

ました。その写しをお手元に配布しておきましたので、御了承願います。  

これで諸般の報告を終わります。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第２９号  

○議長（篠原義彦） 日程第４ 議案第２９号令和６年度本別町一般会計補正予算（第

１回）についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 松本企画財政課長。  

○企画財政課長（松本秀規） 議案第２９号令和６年度本別町一般会計補正予算（第１

回）について、提案理由の説明を申し上げます。  

 今回の補正は、所得税定額減税のための給与システム修正、国庫補助事業の補助金額

確定による返還金の計上等が主なものとなっております。  

 予算書の１ページをお開きください。  

歳入歳出予算補正。  

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４３５万３ ,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７３億４ ,４７８万３ ,０００円とする内容でありま

す。  

それでは、歳出から事項別明細書により、主なものについて御説明いたします。  

５ページ、６ページをお開きください。  

２の歳出ですが、上段の２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、１２節委託

料、電算業務委託料、システム修正２２万円の増額補正は、６月からの所得税定額減税

に対応するための給与システム改修に要する経費を計上するものです。  

２段目の４款衛生費、１項保健衛生費、２目母子保健費から５目医療給付費まで、合

計３０６万７ ,０００円の増額補正は、令和４年度における国庫補助金等の額の確定によ

り返還金が生じたことからそれぞれその額を計上するもので、２目母子保健費では、母

子保健衛生費補助金で１７万２ ,０００円、３目予防費では、新型コロナウイルスワクチ

ン接種体制確保事業費補助金で２３万２ ,０００円、新型コロナウイルスワクチン接種事
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業負担金で２５０万５ ,０００円、感染症予防事業費等補助金で１４万３ ,０００円、５

目医療給付費では、子育て支援費負担金で１万５ ,０００円の返還金となっております。 

その下、７款１項商工費、３目観光費、１２節委託料、業務委託料、本別公園オート

キャンプ場整備構想策定業務委託９０万円の増額補正は、本別公園の魅力向上のため、

静山研修センター跡地周辺へのオートキャンプ場整備構想策定業務を外部委託するため

の費用を計上するものです。  

その下、５目農産物加工施設費、８節旅費、費用弁償８ ,０００円の増額補正は、新た

に雇用した会計年度任用職員について通勤手当の支給が必要となることから計上するも

のです。  

下段の９款１項消防費、３目消防施設費、１１節役務費、手数料、収入証紙１５万８ ,

０００円の増額補正は、消防庁舎用地取得に係る土地収用手続きの費用を計上するもの

です。  

次に、戻りまして３ページ、４ページをお開きください。  

１、歳入ですが、上段の１０款１項１目１節地方交付税３４５万３ ,０００円の増額補

正は、歳入歳出の差額分を計上するもの。  

その下、１８款繰入金、２項基金繰入金、１３目１節個性あるふるさとづくり基金繰

入金９０万円の増額補正は、企業版ふるさと納税制度で頂いた寄付金を、歳出で説明い

たしました本別公園オートキャンプ場整備構想策定業務委託費に充当するため、計上す

るものです。  

以上、令和６年度本別町一般会計補正予算（第１回）の提案説明に代えさせていただ

きます。  

よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

 質疑は、歳入歳出一括といたします。  

 宮本議員。  

○１番（宮本やよい） ５ページ、６ページ、４款衛生費のコロナワクチン関係ですが、

当初の見込みと実績数について伺います。  

○議長（篠原義彦） 髙橋健康・こども課長。  

○健康・こども課長（髙橋紀尊） コロナワクチン関係ですけれども、まず、令和３年

からの繰越しで令和４年の新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金確定に

よる返還が、交付決定額が２ ,７２４万５ ,０００円に対して、確定額が２ ,７２２万円と

なっております。令和４年度新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業補助金確定

による返還ですけれども、この部分については交付済額が４０６万８ ,０００円に対し、

確定額が３８６万１ ,０００円となっておりまして、合計２３万２ ,０００円の返還とな

っております。  

次に、新型コロナワクチン接種事業費負担金なんですけれども、交付済額については

４０７万８ ,５３６円に対し、確定額が１５７万３ ,８３６円となっておりまして、２５

０万４ ,７００円ということで、予算では２５０万５ ,０００円ということになっており
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ます。以上です。  

○議長（篠原義彦） 宮本議員。  

○１番（宮本やよい） 改めてお聞きします。ちょっと確認なんですが、これ予定より

も接種数が少なかったということでよろしいですか。  

○議長（篠原義彦） 髙橋健康・こども課長。  

○健康・こども課長（髙橋紀尊） 接種数が少なかったことによる返還であります。以

上です。  

○議長（篠原義彦） 宮本議員。  

○１番（宮本やよい） 当初の見込みよりも接種数が少なかったということで、その要

因についてはどのようにお考えなのか。  

また、メリットばかり強調されて進められてきましたが、接種者が少なかったことで

本町に与えた負の側面、デメリットなどあればお聞きします。  

○議長（篠原義彦） 暫時休憩をいたします。  

午前 １０時１２分  休憩  

午前 １０時１４分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

 髙橋健康・こども課長。  

○健康・こども課長（髙橋紀尊） まず、少なかった原因なんですけれども、他町村の

ように個別に接種券の配布をしていなかったということが原因っていうことであります。

少なかったデメリットについては分析しておりません。以上です。  

○議長（篠原義彦） ほか、ございませんか。  

 阿保議員。  

○１０番（阿保静夫） 商工費中観光費の本別公園オートキャンプ場の整備の関係なん

ですけども、利用者数の目標などを設定した上での委託か、それともそれも含めてどの

ような利用者数になるかということも含めたそういう委託なのか、町としての考え方を

伺いたいと思います。  

○議長（篠原義彦） 野崎未来創造課長。  

○未来創造課長（野崎昌也） お答えをいたします。  

今回の業務委託につきましては、構想委託ということで、その辺も含めながらいろい

ろな方に意見聴取をして、最終的にはそのイメージ図を作成するという流れで進めてい

きます。利用の目標につきましても、今回のその業務の中でどういったターゲットに絞

り込むのかですとか、そういうものも含めての委託になっております。以上です。  

○議長（篠原義彦） 阿保議員。  

○１０番（阿保静夫） ということは、オートキャンプ場の整備ということなので、車

の台数の予定とか予想とか、そのことも含めて構想で、これから示されるということな

んですか。  

○議長（篠原義彦） 野崎未来創造課長。  

○未来創造課長（野崎昌也） お答えいたします。  
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お見込みのとおり整備の施設の概要、どういった区画割ですとか、そういったことも

含めて、今回構想の中の委託でお願いするという形になっております。以上です。  

○議長（篠原義彦） 阿保議員。  

○１０番（阿保静夫） 担当でいろいろ相談されたと思いますけども、そのときにこん

なふうなことを目指していこうとか、そういうような話というのは特になかったんでし

ょうか。  

○議長（篠原義彦） 野崎未来創造課長。  

○未来創造課長（野崎昌也） お答えいたします。  

今回のこのオートキャンプ場の整備の概要としましては、公園の魅力アップですとか、

交流人口、関係人口の拡大っていうところを見込んでいってますので、当然ながら誘客、

たくさんの人に来ていただくような施設を作りたいということで、業者のほうにお願い

するという形になってます。以上です。  

○議長（篠原義彦） ほか、ございませんか。  

 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） ７款商工費、１項商工費の１２節委託料、業務委託料といたしま

して、本別公園オートキャンプ場整備構想策定業務委託で９０万円の計上がございます。 

まず、こちら４月１７日の議員協議会におきまして御説明がありましたが、観光産業

に精通している町内事業者、町外も含めてということでございました。それぞれの社名

と観光産業に精通しているということでございましたので、観光産業の事業内容、その

各社の事業内容、観光関連の事業内容と実績について伺います。  

また、これらの事業者から、この本提案に際するまでに寄せられた提案等がどのよう

なものがあったのか、具体的に各社ごとお伺いをいたします。  

２点目でございます。この委託料の９０万円の積算根拠と内容についてお伺いをいた

します。  

示されたスケジュール案といたしましては、５月から７月までの３か月ということで

ございました。こちらここの委託の内容で求めているその構想の内容というのは、どこ

までになっているのかという点。例えばパース、完成予想図といいますか、そういった

ものまで内観や外観と、内観はないかな、オートキャンプ屋外ですから、そういったも

のまで含めたところなのか、具体的にどこまでを求めているのかという点について伺い

ます。  

続きまして、さきの質疑にもありましたが、こちら詳細についてはこの委託の内容で

委託をした上で構想を練っていくというところのようでございますが、現時点で町とし

て有している、例えば静山研修センターを解体した後にはオートキャンプ場の構想があ

りますというところでございましたので、オートキャンプ場設置整備はしたいと、でも

具体的にどうしていきたい、現状がこうだからどうしていきたいっていうのは今お持ち

のもの、例えばその委託業者が現状分析っていうところまで今現時点でしているとはち

ょっと思い難いものですから、現時点で有している町の構想とか、見込みたいその具体

的な効果等、提案に際してお持ちのものを伺います。  
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また、こちら最終的にはデジタル田園都市国家構想交付金、いわゆるデジ田を利用し

て整備をしていきたいという御説明がなされたところでございますが、こちらデジ田の

中では、解体や除却費というものも対象になると思料しているところでございますが、

こちらの静山研修センターの解体に約８ ,０００万円程度を要しているわけですけども、

そちらを利用して解体をしなかった理由というのがあればお伺いをいたします。  

○議長（篠原義彦） 暫時休憩をいたします。  

午前 １０時２１分  休憩  

午前 １０時２４分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

 野崎未来創造課長。  

○未来創造課長（野崎昌也） お答えをいたします。  

まず、町内事業者の関係ですけども、社名につきましては株式会社ＫＯＹＡ．ｌａｂ

という事業者でございます。実績につきましては、これまで銀河の里の観光等の入り込

みの調査ですとか、圏域周遊モデルルートを開発事業委託ですとか、そういった何て言

うんですかね、三町、足寄・本別・陸別等含めたそういった観光事業の関係の委託等も

受託しているというところと、観光産業実際に運営されていまして、自社でドームハウ

スですとかキャンプ、ロケーションを生かした宿泊施設等の運営など、アウトドアフィ

ールドを経営しているというところで今回選定をしているところでございます。  

９０万円の根拠でありますけども、これにつきましては先ほどもちょっと触れました

けども、基本的には町内外のアウトドアの精通者からの意見聴取に関する経費とパース

図、それを基にこんな、例えば区画割りですとか、というのは全体の構想を含めたパー

ス図策定作成の経費となっているところでございます。  

あと町としての現状含めての効果ですとか、そういったところですけども、現状とし

ましては、本別公園については令和５年度全体で１３万人ほど人が訪れております。そ

のうちキャンプ場エリアについては約１万１ ,０００人の来場があったところです。こう

いうことから、令和２年から４年についてはコロナの影響があるんで除きまして、令和

５年度、コロナ前の令和元年度と比較しますと、全体で約１万人７％の減になったもの

の、キャンプ場エリアについては４％の微増なんですけども、増えている状況になって

おります。こんなことから、キャンプブームまだ継続していると捉えておりますし、オ

ートキャンプ場という滞在型の新しいコンテンツを展開することで、さらに人を呼び込

むことが可能であると判断をしているところでございます。  

効果につきましては、滞在型の新しい観光拠点を整備することで、これまで活用され

てこなかった静山研修センター跡地の解消、遊休地の解消と、交流人口、関係人口の増

加を見込んでいるところでございます。  

それと交付金の話先ほど出ましたけども、静山研修センター解体するときに、まだオ

ートキャンプ場の構想自体がなかったものですから、交付の申請をしていないという状

況になっております。以上です。  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  
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○５番（梅村智秀） まず１点目にお伺いをした点です。町内事業者１社名前を挙げら

れましたが、ここで委託するのは、この町内事業者１社ということでよろしいのかお伺

いをいたします。  

２点目お伺いした点でございます。この構想の委託業務９０万円の積算の根拠でござ

いますが、まず町内外の意見聴取を行ないますよと。あとはパース、いわゆる完成予想

図のようなもの、こうした図面等の作成をいただくと。この積算の内容９０万円、この

３か月間の調査で意見聴取にいくら、そのパースの作成にいくらというものが当然あっ

た上で９０万円と御提案なされていると察しておりますが、積算の内容についてお伺い

してございますので、積算の詳細ですね、お伺いをいたします。  

また、それ聞いてからということになりますけども、例えば意見聴取に必要な経費と

いうのは具体的にどのようなものなんでしょう。例えば会場費ですとか、そこで飲食を

伴うのであれば、そういったものも必要になるのか。また町内外ということですから、

旅費等も町外の方の旅費とかですね。町内の方の費用弁償等があるのか、積算の内容に

ついて詳細お伺いをいたします。  

３点目にお伺いをした点でございますが、こちらその予算規模、町として当然のこと

ながら委託事業者よりどのような構想が示されるかというところにも関わってくると思

いますが、町として抱いている予算規模というものはどのようになっているのか。この

デジ田の中では上限５億円となっているうちの補助率２分の１というところでございま

すので、この５億円以内であるのかなと感じているところでございますが、予算規模等

をどのようにお考えなのか伺います。  

４点目にお伺いをいたしました静山研修センターの解体の部分でございますが、私今

の時点でその日時や会議名については記憶してございませんけれども、お伺いした中、

本件について質疑した際に、オートキャンプ場を整備する予定であるという御答弁をい

ただいたと記憶してございます。  

ただ、記憶でございますので、この静山研修センターの解体時点ではこのオートキャ

ンプ場の整備というものは計画されてなかったということなんでしょうか。こちら明快

に御答弁を求めます。  

○議長（篠原義彦） 野崎未来創造課長。  

○未来創造課長（野崎昌也） お答えいたします。  

まず１点目、事業者１社なのかっていうところなんですけども、１者の随契を考えて

おります。  

２点目、個別の積算の根拠ですけども、まず人件費というところで、町内の人件費で

す。構想策定業務というところで細かくいきますと、管理者メインになる方５人工の単

価が１万９ ,１００円ということで９万５ ,５００円、それと補助者というところで１０

人工１万６ ,３００円の１６万３ ,０００円、それと意見聴取業務ということでこれも合

わせまして、管理者と補助者いまして７人工ずつで１万９ ,１００円と１万６ ,３００円

の管理者につきましては１３万３ ,７００円、補助者につきましては１１万４ ,１００円、

そのほか交通費ですけども町内者と町外者分けまして、町内者につきましては１６人工
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の２ ,０００円の３万２ ,０００円、町外者につきましては６人工１万５ ,０００円の９万

円ということで、それとプラス諸経費１８万８ ,４９０円ということで合計８９万８ ,４

６９円ということで計上させていただいております。  

それと３点目の予算規模でありますけども、今回この構想の業務の中で概要が出てき

まして、それから来年度、そこから設計に入っていくんですけども、その時点で正確な

数字っていうのが出てくるのかなとは考えてますけども、今のところ想定しているのは、

１億円から１億５ ,０００万円程度の工事費を予定をしているところでございます。  

それと４番目、静山解体のときにそういった計画はなかった、されてなかったのかと

いうところでありますけども、オートキャンプ場という言葉自体は出てきたのかなとは

考えておりますけども、具体にそれからどうしようとかっていうところの詳細について

は決まっていなかったと考えております。以上です。  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） ４点目にお伺いした点でございます。この静山研修センターの解

体、先ほど約８ ,０００万円を要してますよというところでございますが、では、オート

キャンプ場構想はこれからでしょうけども、オートキャンプ場整備しよう、設置しよう

と考えられたのはいつ、何月何日というところまでは求めませんけれども、この静山研

修センターの解体の予定ができた後ということになると思いますが、いつなのか具体的

にお伺いをいたします。  

また、こちらたらればということになってくるのかもしれませんが、この静山研修セ

ンターの解体についてもしっかりと構想練った上でやったのであれば、この８ ,０００万

円のうち、約８ ,０００万円のうち４ ,０００万円は交付金措置がされた。つまりは４ ,０

００万円の削減ができたと捉えてよろしいのか伺います。  

○議長（篠原義彦） 暫時休憩をいたします。  

午前 １０時３４分  休憩  

午前 １０時３５分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

野崎未来創造課長。  

○未来創造課長（野崎昌也） お答えをいたします。  

まず、オートキャンプ場を具体に設置という話が出てきたのは、令和４年度の初めの

頃だったと記憶しております。それと先ほどもちょっと申し上げたんですけども、静山

研修センターの解体のときに、具体にまだ公園整備のほう進んでいませんでしたので、

デジ田の交付金の対象とは見ていなかったところでございます。以上です。  

（「議事進行に関する発言です」と発言する者あり）  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） 答弁漏れがございます。  

私、たらればということでございますけれども、その前置きをいたしましたけれども、

構想練った後からこの解体をしていれば、この約４ ,０００万円の削減ができたという理

解でよろしいのかという問いをしてございますので、答弁を改めて求めます。  
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○議長（篠原義彦） 暫時休憩をいたします。  

午前 １０時３７分  休憩  

午前 １０時４０分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

野崎未来創造課長。  

○未来創造課長（野崎昌也） お答えをいたします。  

全体の計画の中に解体も入っていれば、デジ田の交付金の可能性があったのかもしれ

ないというところで判断をしているところです。以上です。  

○議長（篠原義彦） ほか、ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。  

これで討論を終わります。  

 これから議案第２９号令和６年度本別町一般会計補正予算（第１回）についてを採決

いたします。 

 お諮りします。 

本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第２９号令和６年度本別町一般会計補正予算（第１回）については、

原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第３０号  

○議長（篠原義彦） 日程第５ 議案第３０号本別町税条例の一部改正についてを議題

といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 宮口住民課長。  

○住民課長（宮口淳哉） 議案第３０号本別町税条例の一部改正について、提案理由の

説明を申し上げます。  

今回の改正は、地方税法等の一部を改正する法律が令和６年３月３０日に公布された

ことに伴うものです。それでは改正の概要について説明させていただきます。  

まず初めに、個人住民税の寄付金税額控除についての改正です。この改正は、公益信

託制度改革による新たな公益信託制度の創設により、信託財産が金銭に限られなくなっ

たことにより、それに対応する規定を改正するものです。  

次に、町民税、固定資産税、特別土地保有税の減免について、職権による減免を可能

とする規定の追加です。これは、被災などにより減免申請書の提出が困難な状況に対応
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できるよう規定の整備を行なうものです。  

次に、定額減税にかかる改正です。令和６年度税制改正において、デフレ脱却のため

の一時的な措置として、令和６年分所得税と令和６年度分個人住民税の減税が実施され、

具体的には、納税者及び配偶者を含めた扶養家族１人につき、令和６年分の所得税３万

円と令和６年度分の個人住民税１万円の減税が行なわれます。  

これを踏まえ、個人住民税において、令和６年度及び一部令和７年度限りの措置とし

て定額減税の仕組みを設け、個人住民税所得割額から減税額を控除することとされ、令

和６年度分の個人住民税にあっては、納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族１人に

つき１万円を乗じた金額を所得割額から控除、令和７年度分の個人住民税にあっては、

令和６年度で対象としていない、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する者につ

いて、１万円を所得割額から控除することになっています。なお、この減税の対象者は、

令和５年中の合計所得金額が１ ,８０５万円以下で令和６年度の個人住民税所得割の納

税義務者となっており、配偶者及び扶養親族については、国内に住所を有する者に限ら

れます。  

この措置により地方税法の規定が新設・改正されたことに伴い、本条例においても対

応する規定について新設・改正を行なうものです。  

なお、新設する規定は、令和６年度分の個人住民税の特別税額控除に係る規定、納税

通知書に係る特例、公的年金等に係る所得に係る個人住民税に関する特例、令和７年度

分の個人住民税の特別税額控除による規定となっており、改正については、算定に用い

る所得割額を肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例の適用後のものと

するための読み替え規定の追加や、上場株式等の配当所得や土地の譲渡等に係る事業所

得、長期譲渡所得・短期譲渡所得などの分離課税分の個人住民税の所得割額を、算定に

用いる所得割額に含めるための読み替え規定の追加が主なものとなっています。  

固定資産税につきましては、バイオマス発電設備に対する税額の減額措置のわがまち

特例の割合を７分の６とする規定の新設、認定長期優良住宅に係る減額措置における未

申告での適用の規定の追加、土地に係る固定資産税を減額する特例措置の令和８年度ま

での期間の更新などが主な改正となっています。  

その他、本条例改正による項ずれの反映、各種法令の改正に伴う引用法令の条ずれの

改正、字句の整理などを行なっています。  

以上、改正の概要説明とさせていただきます。  

それでは、改正文の朗読により提案説明とさせていたただきます。なお、括弧書きの

朗読は省略させていただきます。  

（「説明省略」と呼ぶ者あり）  

（「賛成」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） ただいま方川議員から説明を省略することの動議が提出されまし

た。  

この動議は賛成者がありましたので、成立をいたしました。  

説明を省略することの動議を採決いたします。  
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この動議のとおり説明省略することに御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。  

したがって、議案第３０号本別町税条例の一部改正について説明省略をすることの動

議は可決されました。  

○住民課長（宮口淳哉） 以上をもちまして議案第３０号本別町税条例の一部改正につ

いての提案説明とさせていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

 阿保議員。  

○１０番（阿保静夫） 今回の各種の改正による影響額の試算等があれば伺いたいと思

います。総額で結構ですが、影響額があれば伺いたいと思います。  

○議長（篠原義彦） 宮口住民課長。  

○住民課長（宮口淳哉） お答えいたします。  

今回の条例改正に関しまして、定額減税に係る影響額といいますか、予想される額で

すけれども、個人住民税の減収見込みとしまして、町民税約２ ,９００件程度で、金額に

して２ ,４００万円程度と見込んでおりますが、現在６年度の課税額試算しているところ

でして、まだ正確な金額が出ておりませんので、あくまでも見込み程度と捉えておいて

いただきたいと思います。以上です。  

○議長（篠原義彦） ほか、ございませんか。  

 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） 案文中１行目でございますが、第３４の７第１項中もしくは金銭

を削るとございます。こちら御説明の中でもありましたが、公益信託制度の変更によっ

てこの制度が金銭によるものから変更がされますよというところから、この案文のとお

りもしくは金銭という文言を削ると理解してよろしいのかという点、まずお伺いをいた

します。  

併せてこの公益信託制度が変わった場合、もしくは金銭という文言を削除した場合、

何か別のものについて加筆する必要性というのはないのか、その辺の御見解お伺いをい

たします。  

○議長（篠原義彦） 宮口住民課長。  

○住民課長（宮口淳哉） お答えいたします。  

こちら公益信託の見直しの部分に関しましてですけども、今回は公益目的のための財

産を託す部分の信託財産が金銭に限られなくなったという点で金銭という文言を削除し

ております。以上です。  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） 議事進行に関する発言です。  

答弁漏れがございますので、まず理解についてはそのとおりでよろしいと思いますけ

れども、さきにお伺いをしたのは金銭に限らなくなったからこの文言、もしくは金銭を
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削るんですねというところは御答弁いただきましたが、ではその他加筆する必要性とい

うのはないのか見解を問うてございます。  

○議長（篠原義彦） 宮口住民課長。  

○住民課長（宮口淳哉） お答えいたします。  

 こちら今回の条例改正に関しましては、準則条例例等が出てまして、そちらのほうを

参考にしてますけども、今回の改正に関しましては加筆するものがないという判断の下

でございます。以上です。  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） この３４条の７については、例文中に北海道税条例というもの第

２６条の３第１項第３号というものも掲載がございますが、こちらにおいては北海道税

条例においては寄付金もしくは金銭というものが３月末日時点では記載がありますけど

も、こちら北海道税条例というものはどのように変わっていくのか、こちらの関連性に

ついてお伺いをいたします。  

○議長（篠原義彦） 暫時休憩をいたします。  

午前 １０時５１分  休憩  

午前 １１時０５分  再開  

○議長（篠原義彦） 休憩前に引き続き、会議を開きます。  

 宮口住民課長。  

○住民課長（宮口淳哉） お答えいたします。  

 今回、今ただいま質問のある部分に関しましてですけども、道の税条例の２６条の３

第１項の３号の中で、その中のイに関して、知事または北海道教育委員会の所管に属す

る公益信託に関する法律第１条に規定する公益信託に支出した金銭ということで、金銭

が残っているということだと思うんですけども、今回町条例に関しましては、この金銭

も含めた寄付金全てにおいて今回改正の対象としておりますけども、道税条例のほうで

この金銭という文言がこの後どうなっていくかという部分に関しましては、今ちょっと

問い合わせしてるんですけども、ちょっとまだ回答を得られてません。  

こちらとしても、道税条例がこの後どう変わっていくのかというところまでちょっと

把握しておりませんので、今後もしここで金銭という文言が変わったとしても、うちの

税条例に関しましては何ら変わる部分がないのかなと見ております。以上です。  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） そもそもこの町の税条例の３４条の７については、北海道税条例

との関連性があるということが条文中からうかがえるわけでございますが、道の、北海

道の税条例こちらがどう変わっていくかということについて、その関係、関連性がない

というか別に影響がないということなんでしょうかね。その道の税条例が変わらない、

もしくは変わる、それに関連して町の税条例を変わるもしくは変わらないと考えていく

のが通例、妥当であるというのが通念ではないんでしょうか。ちょっとその辺の御見解、

改めて詳しくお伺いをいたします。  

仮にでございますけれども、これ道のね、税条例の推移が明確になっていないという
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ことであれば、今回のこの改正の提案上本別町税条例の一部改正というものについては

拙速であるという考え方には至らないのか、その辺についても御見解を伺います。  

○議長（篠原義彦） 宮口住民課長。  

○住民課長（宮口淳哉） お答えいたします。  

 今ちょっと私の手元にあるこの税条例なんですけども、３月３０日現在のもので出力

してまして、現在の道税条例及び地方税法、こちらと照らし合わせて今回改正する内容

が整合性が取れているという判断の下で今回改正してますので、今後道税条例が変わり

まして、どこか改正がありまして、町の税条例と齟齬が生じる場合においては、その都

度税条例の変更をしていく必要があると考えております。以上です。  

（「議事進行に関する発言です」と発言する者あり）  

○議長（篠原義彦） 梅村議員。  

○５番（梅村智秀） であるならば、今回の提案については拙速ではないのかという点

について見解を求めてございますので、答弁漏れです。  

○議長（篠原義彦） 宮口住民課長。  

○住民課長（宮口淳哉） 今回の税条例の改正に関しましては、適切であると判断して

おります。以上です。  

○議長（篠原義彦） ほか、ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

 まず、原案に反対者の発言を許します。  

 梅村議員、御登壇ください。 

○５番（梅村智秀）〔登壇〕 それでは議案第３０号本別町税条例の一部改正について、

反対の立場で討論をいたします。  

ただいまの質疑で明らかになりましたが、現案文中１行目でございます第３４条の７

第１項中、もしくは金銭を削るとございますが、こちら、この３４条の７には、北海道

税条例第２６条の３第１項第３号に掲げる寄付金もしくは金銭を支出した場合にはとい

う記載がございます。こちらが令和６年度の３月末日でしたかね、時点においては変更

がないと。提案されている所管課においても、北海道の税条例がどう変わっていくか分

からないという趣旨の御答弁がありました。仮に、それに影響が出るような改正等があ

った場合は、その都度また提案をしていくと。これは私が先ほど質疑で申し上げたとお

り、それを待ってから提案するのが妥当であると。今日、本日臨時会、４月３０日にお

いて提案しなければいけない妥当な理由というものが見つからず、条例というものの改

正を４月３０日に改正しました。また、直ちに一部分について改正案を出しますという

ことについては妥当だとは到底思えない。今回のその提案について拙速だとは思わない、

妥当である、適正であると考える根拠についても曖昧でございますし、到底納得のいく

ものではございません。  

これらの理由より、本提案については反対をいたすものでございます。  
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○議長（篠原義彦） 次に、原案に賛成者の発言を許します。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 次に、原案に反対者の発言を許します。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） これで討論を終わります。  

これから議案第３０号本別町税条例の一部改正についてを採決いたします。  

この採決は、起立によって行ないます。  

本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。  

（賛成者起立）  

○議長（篠原義彦） 起立者７人。  

 よって、起立多数です。  

 お座りください。  

 したがって、議案第３０号本別町税条例の一部改正については、原案のとおり可決さ

れました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第３１号  

○議長（篠原義彦） 日程第６ 議案第３１号本別町国民健康保険税条例の一部改正に

ついてを議題といたします。 

提案理由の説明を求めます。  

 宮口住民課長。  

○住民課長（宮口淳哉） 議案第３１号本別町国民健康保険税条例の一部改正について、

提案理由の説明を申し上げます。  

今回の改正は、地方税法施行令の一部改正により、国民健康保険税の課税限度額及び

軽減判定所得基準が引き上げられたことに伴うものです。  

それでは、改正の概要について説明させていただきます。  

課税限度額につきましては、後期高齢者支援金等課税額にかかる課税限度額を現行の

２２万円から２万円引き上げて２４万円とし、また、軽減判定所得の算定において被保

険者等の人数に応じて加算する１人当たりの金額につきましては、５割軽減の判定に用

いる金額を現行の２９万円から５ ,０００円引き上げて２９万５ ,０００円に、２割軽減

の判定に用いる金額を現行の５３万５ ,０００円から１万円引き上げて５４万５ ,０００

円に改正するものです。  

それでは、改正文の朗読により提案説明とさせていただきます。なお、括弧書きの朗

読は省略させていただきます。  

本別町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。  

本別町国民健康保険税条例（昭和３４年条例第６号）の一部を次のように改正する。  

第２条第３項ただし書中「２２０ ,０００円」を「２４０ ,０００円」に改める。  

第２１条第１項中「２２０ ,０００円」を「２４０ ,０００円」に改め、同項第２号中

「２９０ ,０００円」を「２９５ ,０００円」に改め、同項第３号中「５３５ ,０００円」
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を「５４５ ,０００円」に改める。  

附則。  

施行期日。  

第１項、この条例は、公布の日から施行し、令和６年４月１日から適用する。  

適用区分。  

第２項、この条例による改正後の本別町国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以

後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。  

以上をもちまして、議案第３１号本別町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

提案説明とさせていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これから質疑を行ないます。  

 阿保議員。  

○１０番（阿保静夫） 今回の一部改正については、軽減判定所得基準ということの説

明がありました。今回の改正による影響額等の試算、人数とか額とかあれば伺いたいと

思います。  

○議長（篠原義彦） 宮口住民課長。  

○住民課長（宮口淳哉） お答えいたします。  

今回の改正２点、限度額を上げるものと１人当たりの算定に用いる金額を増額する分

ということですけれども、まず限度額を今回上げること、２万円上げることに関しまし

ては、まだ６年度の人数等確定しませんので５年度の数字を参考として試算したところ、

５年度においては８２世帯が限度額超過がありましたので、その世帯が２万円増えると

いうことになりますので、まず１６４万円の増額が見込まれることになります。  

また、２割軽減、５割軽減の判定基準ですけども、今まで軽減が受けられなかった方

が２割軽減に該当するという部分では、こちらも正確な数字はありませんので、仮に５

世帯１０人いたとして、また５割軽減の基準が上がることによりまして、今まで２割軽

減だった方が５割軽減になるという部分もありますので、こちらに関しても５世帯１０

人が対象になるという想定のもと試算しましたところ３１万６ ,５００円、こちらがこの

軽減判定によって減収になる部分ということで計算しますと、合わせまして１３２万５ ,

０００円の増になるということで試算をしております。以上です。  

○議長（篠原義彦） ほか、ございませんか。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。  

これで討論を終わります。  

 これから議案第３１号本別町国民健康保険税条例の一部改正についてを採決いたしま
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す。 

お諮りします。  

本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第３１号本別町国民健康保険税条例の一部改正については、原案の

とおり可決されました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第３２号  

○議長（篠原義彦） 日程第７ 議案第３２号本別町国民健康保険病院事業の設置及び

管理に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 小川病院事務長。  

○国保病院事務長（小川芳幸） 議案第３２号本別町国民健康保険病院事業の設置及び

管理に関する条例の一部改正について、提案理由の御説明を申し上げます。  

 今回の改正につきましては、本年４月に赴任しました常勤医による呼吸器内科の開設

に伴い、標榜診療科を加えることによる条例改正を提案するものであります。  

診療科追加の内容につきましては、５月より原則毎週１回、呼吸器内科として、常勤

医であります髙山医師による診療を予定しております。  

 それでは、改正条文を朗読により説明させていただきます。なお、条文中の括弧書き

の朗読は省略させていただきます。  

 本別町国民健康保険病院事業の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例。  

 本別町国民健康保険病院事業の設置及び管理に関する条例（平成１２年条例第１９号）

の一部を次のように改正する。  

 第４条第１項に次の１号を加える。  

第１１号、呼吸器内科。  

附則。  

この条例は、公布の日から施行する。  

 以上、本別町国民健康保険病院事業の設置及び管理に関する条例の一部改正について

の説明とさせていただきます。  

よろしく御審議をお願いいたします。  

○議長（篠原義彦） これから、質疑を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。  

これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。  
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これで討論を終わります。  

 これから議案第３２号本別町国民健康保険病院事業の設置及び管理に関する条例の一

部改正についてを採決いたします。 

お諮りします。  

本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第３２号本別町国民健康保険病院事業の設置及び管理に関する条例

の一部改正については、原案のとおり可決されました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第３３号  

○議長（篠原義彦） 日程第８ 議案３３号財産の取得についてを議題といたします。  

 提案理由の説明を求めます。  

 加藤建設水道課長。  

○建設水道課長（加藤勉） 議案第３３号財産の取得について、提案理由の説明を申し

上げます。  

このたびの財産の取得に際しましては、予定価格が１ ,５００万円以上の動産の買い入

れとなりますので、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得または処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めるもので

ございます。  

財産の取得の目的は、冬期間の町道における除雪の用に供するため、除雪作業の効率

向上を図り、迅速な除雪による冬道の安全な交通を確保する事を目的に、平成１７年導

入の老朽化しました１３トン級除雪ドーザを更新するもので、取得財産の内容は、除雪

ドーザ、１３トン級車輪式、マルチプラウ、簡易着脱装置付きとなってございます。  

財産の取得につきましては、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づく

随意契約によるもので、北海道川崎建機株式会社帯広支店、日立建機日本株式会社帯広

営業所、北海道運搬機株式会社帯広支店、日本キャタピラー合同会社帯広営業所、株式

会社中島自工、コマツ道東株式会社帯広支店の６者を選定いたしました。  

令和６年４月３日に見積り合わせ執行通知を行ない、令和６年４月１８日に見積り合

せを執行しております。契約金額は２ ,４３８万６ ,３４８円で、見積り合わせの回数は

１回で決定しております。契約の相手方は、帯広市西２４条北１丁目３番４号コマツ道

東株式会社帯広支店、支店長山中重幸でございます。仮契約は令和６年４月１８日に行

なっております。納期は令和７年３月１４日まででございます。  

以上、議案第３３号財産の取得についての提案理由に代えさせていただきます。  

どうぞよろしくお願いします。  

○議長（篠原義彦） これから、質疑を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 質疑なしと認めます。  
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これで質疑を終わります。  

 これから討論を行ないます。  

（「なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 討論なしと認めます。  

これで討論を終わります。  

 これから議案第３３号財産の取得についてを採決いたします。 

お諮りします。  

本案は、原案のとおり決定することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。  

 したがって、議案第３３号財産の取得については、原案のとおり可決されました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎日程第９ 議員派遣の件  

○議長（篠原義彦） 日程第９ 議員派遣の件を議題といたします。  

お諮りします。  

本件については、会議規則第１２９条の規定によって、お手元にお配りいたしました

派遣内容のとおり、議員を派遣したいと思います。御異議ございませんか。  

（「異議なし」と呼ぶ者あり）  

○議長（篠原義彦） 異議なしと認めます。  

したがって、議員派遣の件はお手元にお配りしました派遣内容のとおり議員派遣する

ことに決定をいたしました。  

─────────────────────────────────────────── 

◎閉会宣告  

○議長（篠原義彦） これで本日の日程は全部終了いたしました。  

 会議を閉じます。  

 令和６年第２回本別町議会臨時会を閉会いたします。  

 御苦労さまでした。  

閉会宣告（午前１１時２６分）  
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